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営
利
業
務
の
届
出
等
に
関
す
る
規
程

（
平
成
十
五
年
十
一
月
十
二
日
会
規
第
五
十
五
号
）

改
正

平
成
一
六
年
一
一
月
一
〇
日

同

一
九
年

三
月

一
日

同

二
七
年
一
二
月

四
日

令
和

三
年

三
月

五
日

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
会
則
第
二
十
八
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、

弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
第
一

項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
利
業
務
の
届
出
並
び
に
同
条
第

二
項
及
び
第
四
項
の
営
利
業
務
従
事
弁
護
士
名
簿
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
届
出
事
項
）

第
二
条

弁
護
士
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
営
利
業
務
従
事
届
出

書
を
所
属
弁
護
士
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

自
ら
営
利
を
目
的
と
す
る
業
務
を
営
も
う
と
す
る
と
き

商

号
及
び
当
該
業
務
の
内
容

二

営
利
を
目
的
と
す
る
業
務
を
営
む
者
の
取
締
役
、
執
行
役
そ
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の
他
業
務
を
執
行
す
る
役
員
（
以
下
「
取
締
役
等
」
と
い
う
。
）

又
は
使
用
人
に
な
ろ
う
と
す
る
と
き

そ
の
業
務
を
営
む
者
の

商
号
若
し
く
は
名
称
又
は
氏
名
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務

所
の
所
在
場
所
又
は
住
所
及
び
業
務
の
内
容
並
び
に
取
締
役
等

に
な
ろ
う
と
す
る
と
き
は
そ
の
役
職
名

（
添
付
書
類
等
）

第
三
条

前
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
弁
護
士
は
、
営

利
を
目
的
と
す
る
業
務
を
営
む
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
当
該

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
属
弁
護
士
会
は
、
そ
の
会
規

又
は
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
気
通
信
回
線
に
よ
る
登

記
情
報
の
提
供
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十

六
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
提
供
契
約
に
よ
り
当
該

法
人
の
登
記
情
報
の
送
信
を
受
け
て
確
認
す
る
方
法
を
も
っ
て
登

記
事
項
証
明
書
の
添
付
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
変
更
等
の
届
出
）

第
四
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
弁
護
士
は
、
そ
の
届

出
に
係
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
変
更
に

係
る
事
項
を
所
属
弁
護
士
会
に
書
面
で
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
届
出
に
係
る
業
務
を
廃
止
し
、
又
は
取
締
役
等
若
し
く
は
使
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用
人
で
な
く
な
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
営
利
業
務
従
事
弁
護
士
名
簿
）

第
五
条

弁
護
士
会
は
、
第
二
条
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
に

係
る
事
項
を
記
載
し
た
営
利
業
務
従
事
弁
護
士
名
簿
を
備
え
置

く
。

２

営
利
業
務
従
事
弁
護
士
名
簿
は
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

３

前
項
の
縦
覧
の
時
間
及
び
場
所
は
、
弁
護
士
会
の
指
定
す
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

（
弁
護
士
会
の
通
知
）

第
六
条

弁
護
士
会
は
、
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
届
出
が
あ
っ
た
旨
及
び
届
出
に

係
る
事
項
を
日
本
弁
護
士
連
合
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
弁
護
士
会
の
調
査
権
等
）

第
七
条

弁
護
士
会
は
、
所
属
の
弁
護
士
が
第
二
条
又
は
第
四
条
の

規
定
に
よ
る
届
出
を
怠
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
届
出
を
、
虚

偽
の
届
出
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
訂
正
を
、
当
該
弁
護
士

に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

弁
護
士
会
は
、
所
属
の
弁
護
士
が
こ
の
規
程
に
違
反
す
る
と
疑
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う
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る

事
項
に
関
し
、
当
該
弁
護
士
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
ら
れ
た
弁
護
士
は
、
速
や
か

に
、
所
属
弁
護
士
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
六
年
一
一
月
一
〇
日
改
正
）

第
一
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
九
年
三
月
一
日
会
規
第
七
九
号

弁
護
士
法
及
び
商
業
登
記
法
の
改
正
、
総
合
法
律

支
援
法
の
制
定
並
び
に
法
律
事
務
所
等
の
名
称
等

に
関
す
る
規
程
等
の
制
定
等
に
伴
う
会
規
（
外
国

特
別
会
員
関
係
を
除
く
。
）
の
整
備
に
関
す
る
規

程

第
三
条
改
正
）

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
六
年
一
二
月
五
日
会
規
第
一
〇
二
号
（
平

成
二
七
年
一
二
月
四
日
一
部
改
正
）

外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
制
度
創
設
に
係
る
外
国

弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
会
規
（
外
国
特
別

会
員
関
係
を
除
く
。
）
の
整
備
に
関
す
る
規
程
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第
一
条
、
第
二
条
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第
七
条

改
正
）
抄

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い

に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
二
七
年
政
令
第
四
一
四
号
で
平
成
二
八
年
三
月
一

日
か
ら
施
行
）

附

則
（
令
和
三
年
三
月
五
日
改
正
）

第
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
二
項
（
新
設
）
の
改
正
規
定
は
、

令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


